
 

 

「野生きのこ類」の出荷自粛要請について 

県では、県内で発生した野生きのこを採取し、モニタリング検査を実施しています。 

この度、次の４町村（対象区域）で採取したものから、基準値(100Bq/kg)を超える放射

性セシウムが検出されました。 

これを受け、本日付で該当町村及び関係者に対し、対象区域で採取した野生きのこを流

通させないよう出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。 

 

１ 出荷自粛要請の内容 

（１）要 請 日   令和３年１０月８日 

（２）品   目  野生きのこ類（全種類） 

（３）対象区域  中之条町、草津町、片品村、川場村 

 

２ 県の対応 

（１）野生きのこについて、出荷制限※1及び出荷自粛※2区域内のものが出荷されないよ

う、直売所等の指導を徹底します。 
※１ 原子力災害対策特別措置法第 20 条第 2 項の規定に基づく国による指示 

※２ 県知事による要請 

（２）出荷制限及び出荷自粛区域外の野生きのこについても、放射性物質検査を実施し、

基準値以下であることを確認の上、出荷販売を行うよう改めて広く注意喚起し、直

売所等への巡回指導を強化します。 

（３）今後も計画的にモニタリング検査を実施します。 

 

３ 県モニタリング検査結果（別紙） 

 

【参 考】 

①きのこ類は、「野生」と「栽培」に区分されています。 

②自粛の対象は、「野生」のもので「栽培品」ではありませんので、御注意ください。 

③県内の「野生きのこ類」の出荷制限及び出荷自粛状況は、（別図）のとおりです。 

 

 

 

 

令和３年１０月８日 

環境森林部森林局 林業振興課 きのこ振興係 

電話：０２７（２２６）３２３６ 内線：３２３６     


